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国土交通省都市局都市計画課

ンパクトシティ推進に係る
支援施策の充実
コ
特集 ◦ コンパクト・プラス・ネットワーク最前線　～地域の個性を存分に活かしたまちづくり～

１．はじめに
コンパクトシティの意義は、まちを単に縮小し
ようとするものではなく、人口減少を契機に、ま
ちなかや拠点の価値を高め、より豊かな生活の実
現を目指すものです。立地適正化計画制度は、こ
のコンパクトシティの形成に向け、予算・税制等
のインセンティブ策を講じながら、緩やかにまち
なかや公共交通沿線への都市機能や住宅の立地誘
導を図る制度です。
コンパクトシティの形成に向けては、都市全体

の観点から、公共交通ネットワークの再構築をは
じめ、地域包括ケアシステムの実現、公共施設等
の再編、中心市街地活性化等の関係施策との整合
性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的な取組とし
て進めていくことが重要です。このため、まち・
ひと・しごと創生総合戦略（平成 26年 12 月 27
日閣議決定）に基づき、市町村の取組が一層円滑
に進められるよう、平成 27年３月に関係府省庁
で構成する「コンパクトシティ形成支援チーム」
（以下、「支援チーム」。）が設置され、省庁横断的
な支援体制が構築されました。

○コンパクトシティ推進のための公的
不動産(PRE)活用計画の作成支
援【都市局】
○地方公共団体による公共施設再
編の促進【総務省】
○国公有財産の最適利用の推進
【財務省】
○PREの活用促進【土地局】

○コンパクトシティの本格的推進を図
るため、⽴地適正化計画に基づく
地方単独事業に対し、地方財政
措置を拡充（⽴地適正化事業債
の導入）【総務省】

地方財政措置
計画作成・合意形成

各分野の施策

○交通結節点、⾃由通路、駐⾞場、バス施設等への支援【都市局】
○計画的な地域公共交通ネットワークの再構築に向けた取組への支援【総合政策局】

公共交通整備

居住誘導

拠点整備

○地方創⽣交付⾦による先導的なコンパクトシティの取組への支援 【内閣府】
○都市機能の集約に資するCO2削減対策に取り組む地域への支援【環境省】
○全国の公共交通機関を網羅した経路検索の可能化等に関する調査【総合政策局】 等

市街地整備 ○地域の実情に応じた柔軟な市街地整備事業の推進【都市局】
○都市機能誘導区域内等における商店街機能の活性化・維持に向けた取組に対する重点支援【経産省】

都市機能誘導

介 護 ○介護施設の⽴地誘導（助成事業の選定に際しコンパクトシティ形成に資するものを優先的に配慮）【厚労省】
○サービス付き⾼齢者向け住宅の補助事業において市町村のコンパクトシティの方針等との整合を要件化【住宅局】

子育て ○子育て支援施設（乳幼児の一時預かり施設、子ども送迎センター）への公的支援の充実【都市局】
○都市公園における社会福祉施設等の設置弾⼒化【都市局】
○都市部等の保育所等の整備促進（地域連携コーディネーター）【厚労省】
○事業所内保育等の企業主導型保育事業に係る課税標準の特例措置を創設（固定資産税等）

公共施設等再編

⽴地適正化計画の作成、合意形成等のための支援 【都市局】

都市機能誘導区域等の拠点整備のための市街地整備、公共交通整備等に対する支援

誘導施設の整備に対する支援（誘導施設の整備等に対する補助、⾦融支援、税制特例、容積率の特例）

○コンパクトシティ形成に資する取組等を⾏う地方公共団体の居住誘導区域内における、地方公共団体の住宅の
建設・取得に対する財政的支援とあわせた住宅ローンの⾦利引き下げ【住宅⾦融支援機構】

○既成市街地における快適な居住環境の創出等のための住宅や公共施設の整備等に対する支援【住宅局】
○空き家の活用・除却に対する補助【住宅局】、全国版空き家・空き地バンクの構築等【土地局】

居住誘導に対する支援（住宅の⽴地誘導、居住環境の向上、空き家等の活用促進等に係る支援等）

コンパクト・プラス・ネットワークに関連する主な支援措置

○地域における案件形成の促進【総
合政策局】

PPP/PFI

都市構造の集約

○誘導施設の整備に対する補助【都市局】
○⺠都機構による⾦融支援【⺠都機構】、事業用資産の移転・誘導施設用地の提供等に係る税制特例

図１　コンパクト・プラス・ネットワークに関連する主な支援措置
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本稿では、立地適正化計画の作成・実施に係る支
援措置並びに支援チームの枠組を通じて連携強化
を図ってきた各府省庁の支援施策を紹介します。

２．立地適正化計画の
　作成・実施に係る主な支援措置
国土交通省では、立地適正化計画に係る措置と
して、立地適正化計画の作成や誘導施設等の整備
などに対する支援を行っています。主な支援措置
は以下の通りです。

2-1	コンパクトシティ形成支援事業
コンパクトなまちづくりを推進するため、立地
適正化計画の作成等に係る費用について、補助率
1/3～ 1/2での補助を行うこととしています。ま
た今年度より、計画の作成支援に当たっては、「立
地適正化計画に空きビル、空き店舗、空き家、低
未利用地等の既存ストックの活用について記載す
ること」を追加し、より実効性の高い計画の策定
に向けた支援を行っています。

2-2	都市再構築戦略事業
都市再構築戦略事業は、まちの拠点となるエリ
アへ都市の生活や企業活動を支える都市機能（医
療施設・社会福祉施設・教育文化施設・子育て支
援施設・体育施設）を導入し、まちの活力の維持・
増進、持続可能な都市構造への再構築の実現を図
ることを目的として、都市機能誘導区域内におい
て、市町村が実施する駅周辺等における誘導施設
整備に加えて誘導施設と一体的に実施する周辺施
設整備に対して、社会資本整備総合交付金により
交付率 50％で支援を行っています（体育施設本体
の整備に要する費用については支援対象外）。

2-3	都市機能立地支援事業
都市機能立地支援事業は、まちの拠点となるエ
リアへ都市の生活や企業生活を支える都市機能を
導入し、まちの活力の維持・増進、持続可能な都
市構造への再構築の実現を図ることを目的とし
て、都市機能誘導区域内において、民間事業者等
が実施する駅周辺等における誘導施設整備に対し
て、市町村等が公的不動産等活用支援を行う場合
に補助率 50％で支援を行っています。

（１）計画作成費等補助
（コンパクトシティ形成支援事業）

・立地適正化計画の作成、地域住民等の合意形成に必要な専門家派遣等
の費用を補助

・居住誘導区域外から都市機能誘導区域内に一定の誘導施設が移転する
際の当該施設の除却、跡地整備を補助

（補助率：国1/3～1/2 ）

（２）誘導施設の整備に対する補助・金融・税制支援

①補助（都市機能立地支援事業、社会資本整備総合交付金）

・都市機能誘導区域内の誘導施設（医療、社会福祉、教育文化、子育て支
援）の整備に対する補助（補助率：国1/3～1/2）

※三大都市圏の政令市、特別区においては高齢者交流施設

※市町村が公的不動産の賃貸料減免等をした場合、国から民間事業者へ
の直接支援も可能

②金融（民間都市開発推進機構）
・都市機能誘導区域内の誘導施設の整備に対する出資等

③税制
・都市機能誘導区域の外から内への誘導施設移転に係る事業用資産の買
換え特例

・誘導施設用地を提供した者に対する所得税等の軽減

・都市機能と併せて整備される都市利便施設等に係る固定資産税の軽減
等

（３）公共交通ネットワークの整備に対する補助
（社会資本整備総合交付金）
・生活に必要な機能へのアクセスや立地誘導を支える公共交通施設（LRT、
駅前広場、バス乗換えターミナル・待合所等）に対する補助
（補助率：国1/3～1/2）

立地適正化計画に係る支援措置

老朽化した病院

エリアを指定して、病院用途に限定して
容積率を緩和

［例：誘導施設として病院を定めた場合］

［例：容積率２００％のところを病院に限定して４００％に］

エリアを指定

※複合施設とすることも可能

（４）誘導施設の整備に対する容積率の特例
・都市計画（特定用途誘導地区）に誘導施設として一定の用途を
定めた場合、その用途に限定して容積率を緩和できる

老朽化した病院を建て替え

図２　立地適正化計画に係る支援措置
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３．各府省庁との主な連携施策
前述の支援チームの枠組みを通じ、支援施策の
充実等に向け、各府省庁と連携して取り組んでい
ます。

3-�1�地域医療介護総合確保基金における優先採択
規定
厚生労働省では、団塊の世代が 75歳以上とな
る 2025 年に向けて、介護や医療が必要な状態に
なっても、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で
生活が続けられるよう、住まいを中心に、医療・
介護・予防・生活支援が包括的に確保される仕組
みとなる「地域包括ケアシステム」の構築が進め
られています。例えば、コンパクトな徒歩圏内に、
スポーツや趣味を楽しむことができる通いの場を
はじめ、高齢者の社会参加を促す場を用意し、介護
予防に寄与する仕掛けづくりを行うことなどは、
地域包括ケアシステムの構築とコンパクトシティ
の形成、双方に寄与する連携策と言えます。
平成 28年３月には、地域包括ケアシステムの

構築とコンパクトシティの形成の一体的推進を図
るため、自治体において、関係部門間の連携推進、
介護施設等の整備に当たっての配慮等に取り組む
よう、全国介護保険・高齢者福祉担当課長会議で
周知が図られるとともに、地域医療介護総合確保
基金の運用において、都道府県・市町村が選定す
る介護施設の整備事業の優先採択項目に、「コン
パクトシティの形成に資する事業」を追加するな
ど、両施策の連携が進められています。

3-2�公共施設等適正管理推進事業債
省庁横断的な支援を行うにあたり、コンパクト
シティの推進に資する国庫補助事業の充実は重要
な手立てとなりますが、国庫補助事業においては
全国で統一的な要件を設けることを基本とするた
め、実際の自治体の取組が、コンパクトシティ形
成に向けた方向性は国庫補助事業と同じであって
も、補助対象から外れるケースがあります。
こうした状況を踏まえ、総務省の公共施設等適
正管理推進事業債では、平成 29年度より、地域
の実情に応じた取組を推進する観点から、立地適

コンパクトシティ形成支援チームによる省庁横断的な支援

○コンパクトシティの推進に当たっては、医療・福祉、地域公共交通、公共施設再編、 中心市街地活性化などのまちづくりと
密接に関係する様々な施策と連携し、整合性や相乗効果等を考慮しつつ、総合的な取組として進めていくことが重要。

○このため、まちづくりの主体である市町村において施策間連携による効果的な計画が作成されるよう、関係府省庁で構成
する「コンパクトシティ形成支援チーム」を通じ、市町村の取組を省庁横断的に支援。

府省庁横断的な支援

○関係府省庁において関係施策が
連携した支援施策を具体的に検討
し、制度改正・予算要求等に反映

コンパクトシティ化に
取り組む市町村

モデル都市の形成・横展開

具体的な効果・事例を
目に見える形で提示

取組成果の「見える化」

○他の市町村のモデルとなる都市
の計画作成を関係府省庁が連携
して重点的にコンサルティング

○コンパクトシティ化に係る評価指標
（経済財政面・健康面など）を開発・提供し、
市町村における目標設定等を支援

○人口規模やまちづくりの重点
テーマ別に類型化し、横展開

○市町村との意見交換会等を通じ、
施策連携に係る課題・ニーズを把握

現場ニーズに即した支援施策の充実

“横串”の視点での
施策間連携を促進

コンパクトシティの
取組の実効性を確保

国土交通省 〔事務局〕

コンパクトシティ形成支援チーム （H27.3設置）コンパクトシティ形成支援チーム （H27.3設置）

内閣官房／内閣府 復興庁

経済産業省

総務省 財務省 金融庁

農林水産省厚生労働省文部科学省

（施策連携イメージ）

医療・福祉

防災
都市農業

住宅
公共施設再編地域公共交通

学校・教育

子育て
広域連携

コンパクトシティの形成

都市再生・
中心市街地活性化

○市町村の取組の進捗や課題を関係
府省庁が継続的にモニタリング・検証

（支援チームの主な取組）

『まち・ひと・しごと創生総合戦略』
（H26.12.27閣議決定）に基づき設置

環境省

図３　コンパクトシティ形成支援チームによる省庁横断的な支援
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正化計画に基づく事業であって、国庫補助事業を
補完し、又は一体となって実施される地方単独事
業について、地方財政措置の拡充が図られました
（立地適正化事業債）。具体的な措置内容としては、
事業費の 90％について地方債を充当可能とし、こ
の地方債の 30％（財政力に応じて 30～ 50％）に
ついて、後年度、普通交付税措置を講じることと
しています。

3-3	フラット 35子育て支援型及び地域活性化型
コンパクトシティの形成に当たっては、居住の
誘導も重要なポイントとなりますが、住宅金融支
援機構において平成 29年度に、「フラット 35子
育て支援型及び地域活性化型」が創設されまし
た。この制度では、自治体がコンパクトシティ形
成に資する取組及び空き家の解消に資する取組と
して、補助金等の財政的な支援措置を講じている
場合、住宅金融支援機構と協定を締結することに
より、立地適正化計画における居住誘導区域内で
新築住宅・既存住宅を取得する住民に対して支援
が行われることとなっています。具体的な支援内
容としては、住宅ローン（フラット 35）の金利に
ついて、当初５年間▲ 0.25％の引下げが適用され
ます。

４．おわりに
立地適正化計画制度の創設から５年が経過する
中、地域の活力を維持し、医療・福祉・商業等の
生活機能を確保するためにも、適切に目標設定し
た立地適正化計画を作成し、目指すべき都市構造
を実現するために必要な施策の達成状況を把握の
上、PDCAサイクルを回すことが更に重要になっ
てきます。
国土交通省のホームページにおいて、「立地適正
化計画の取組状況」や「コンパクトシティの形成
に関連する支援施策集」などのコンパクトシティ
施策に関する情報等を随時公開しています。今後
も、全国の都市において、持続可能なまちづくり
の実現に向けた取組を推進していただくため、現
場ニーズに即した支援施策の充実に積極的に取り
組んでまいります。

コンパクトシティの形成に関連する支援施策集：
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_
city_plan_tk_000032.html


